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大分県最低賃金は、令和６年 10 月５日から時間額９５４円へ 

～ 現行の時間額８９９円から５５円の引上げ ～ 

 

 

〇 「大分県最低賃金」（現行：時間額 899 円）の改正について、

令和６年８月 27 日に開催された大分地方最低賃金審議会（会長 

井田
い だ

雅
ま さ

貴
き

）において、「同年８月９日の同審議会の答申どおり決

定することが適当である」旨の答申があったことから、大分労働

局長（佐藤
さ と う

広道
ひ ろ み ち

）は、「時間額 954 円」(引上げ額 55 円)とするこ

とに決定しました。 

〇 改正後の大分県最低賃金（時間額 954 円）は、官報公示（令和

６年９月５日）後の 30 日を経過する令和６年 10 月５日に発効す

ることとなります。【別添資料１～３参照】 

〇 大分労働局では、管下の労働基準監督署・公共職業安定所（ハ

ローワーク）と共に、改正後の大分県最低賃金の周知を図るとと

もに、上記の決定も踏まえ、「業務改善助成金」等の最低賃金引

き上げに伴う支援【次ページ及び別添資料５参照】について、県内の中

小企業・小規模事業者の皆様に一層ご活用いただくようあわせて

周知に努めてまいります。 
 

 

【参考：大分県最低賃金額と前年度上昇率、上昇額】 

 令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

最低賃金額 792 円 822 円 854 円 899 円 954 円 

対前年度上昇率 0.25％ 3.79％ 3.89％ 5.27％ 6.12％ 

対前年度上昇額 2 円 30 円 32 円 45 円 55 円 

 
 

令和 ６ 年 ９月 ５日（木） 

【照会先】 

大分労働局労働基準部賃金室 

室   長  竹内由香里 

室長補佐  幡手 宏俊 

（電話）097（536）3215 内線 641 

Press Release 



 

※大分県最低賃金は、県内の臨時・パート・アルバイト等を含むすべての労働者に適

用されます。 

 

※業務改善助成金とは 

最低賃金の引上げの環境整備対策として、生産性向上に取り組む中小企業・小規

模事業者への支援を行う制度です。 

事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引き上げ、設備投資等を行った

中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成します。 

 

≪業務改善助成金コールセンター≫ 

業務改善助成金に関するご不明点等は、コールセンターまでお問い合わせください。 

TEL ０１２０－３６６－４４０ 受付時間 平日 ８：３０～１７：１５ 

 

【注意事項】 

・令和６年度の申請締切は、令和６年 12月 27 日です。（郵送の場合は必着） 

・本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。 

・業務改善助成金の内容は、今後変更となることがあります。大分労働局又は厚生労働省の

ホームページをご確認ください。 

 

※キャリアアップ助成金等、最低賃金引き上げに伴うその他の支援策については資料５をご

参照ください。 

 

≪添付資料≫ 

    １ 令和６年度審議日程 

    ２ 地域別最低賃金の改正手続の流れ 

３ 最低賃金法【抄】 

    ４ 大分県の最低賃金（地域別）の推移 

５ 最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ 

     

 



資料１

年月日 曜日 開始時刻 会議名称 議事内容

7月4日 木 13:30 本審 会長等選出、改正諮問、運営規程 済

7月26日 金 13:30 専門部会
部会長選出、運営規程、
参考人意見聴取

済

7月31日 水 13:30 本審
目安伝達
特定最賃必要性有無諮問

済

7月31日 水 本審終了後 専門部会 金額審議（１回目） 済

8月2日 金 10:00 専門部会 金額審議（２回目） 済

8月7日 水 10:00 専門部会 金額審議（３回目） 済

8月9日 金 10:00 専門部会 金額審議（４回目） 済

16:45 本審 答申：10月5日（土）法定発効 済

8月20日 火 13:30 運営小委員会
特定最賃必要性の有無審議
参考人意見聴取

済

8月27日 火 10:00 本審 異議審議 済

9月25日 水 13:30 特定最賃合同会議

9月27日～
10月24日

各部会 金額審議

10月25日 金 13:30 本審 特定最賃答申

11月12日 火 10:00 本審 異議審議

3月5日 水 16:00 本審 意向表明

*上記日程は変更となる場合があります

令和6年度審議日程



資料２ 

 

地域別最低賃金の改正手続の流れ 

 

中央最低賃金審議会  地方最低賃金審議会 

【目安審議】  【地域別最低賃金審議】 

諮  問  諮  問 

↓  ↓ 

調査審議   

↓ 目安を提示  

答  申  調査審議 

   

   

  ↓ 

  答  申 

  ↓ 

  異議申出に係る調査審議※ 

  ↓ 

  決  定 

  ↓ 

  決定の公示 

  ↓ 

  発  効 

 

※ 関係労使からの異議申出があった場合に開催 



 資料３ 
 

最低賃金法（昭和 34年法律第 137号）【抄】 

 
 

（地域別最低賃金の決定） 

第十条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会

又は地方最低賃金審議会（以下「最低賃金審議会」という。）の調査審議を求め、その

意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。 

２ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提

出があつた場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃

金審議会に再審議を求めなければならない。 

 

（最低賃金審議会の意見に関する異議の申出） 

第十一条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前条第一項の規定による最低賃金審議

会の意見の提出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨

を公示しなければならない。 

２ 前条第一項の規定による最低賃金審議会の意見に係る地域の労働者又はこれを使用

する使用者は、前項の規定による公示があつた日から十五日以内に、厚生労働大臣又は

都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる。 

３ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつたときは、その

申出について、最低賃金審議会に意見を求めなければならない。 

４ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第一項の規定による公示の日から十五日を経

過するまでは、前条第一項の決定をすることができない。第二項の規定による申出があ

つた場合において、前項の規定による最低賃金審議会の意見が提出されるまでも、同様

とする。 

 

（地域別最低賃金の改正等） 

第十二条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金について、地域におけ

る労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると

認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をしなければならない。 

 

（地域別最低賃金の公示及び発効） 

第十四条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金に関する決定をしたと

きは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。 

２ 第十条第一項の規定による地域別最低賃金の決定及び第十二条の規定による地域別

最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日

（公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定

める日があるときは、その日）から、同条の規定による地域別最低賃金の廃止の決定は、

同項の規定による公示の日（公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日が

あるときは、その日）から、その効力を生ずる。 



資料４

時間額 引上額

(円) (円)

H14 606 1 H14.10.1

H15 606 0 据え置き

H16 607 1 H16.10.1

H17 610 3 H17.10.1

H18 613 3 H18.10.1

H19 620 7 H19.10.20

H20 630 10 H20.10.29

H21 631 1 H21.10.1

H22 643 12 H22.10.24

H23 647 4 H23.10.20

H24 653 6 H24.10.4

H25 664 11 H25.10.20

H26 677 13 H26.10.4

H27 694 17 H27.10.17

H28 715 21 H28.10.1

H29 737 22 H29.10.1

H30 762 25 H30.10.1

R1 790 28 R01.10.1

R2 792 2 R2.10.1

R3 822 30 R3.10.6

R4 854 32 R4.10.5

R5 899 45 R5.10.6

R6 954 55 R6.10.5

※平成14年度から最低賃金額表示方式が日額・時間額併用方式から時間単価方式に変更

　大 分 県 最 低 賃 金 （地域別） の 推 移

　  　    　　　額
  年度

発効年月日



賃金規定等を改定し、非正規雇用労働者の基本給を
３％以上賃上げする場合に、キャリアアップ助成金の
「 賃 金 規 定 等 改 定 コ ー ス 」 が 利 用 で き ま す 。
※最低賃金の改定に伴う賃金規定等の改定をした場合も対象になります。

最低賃金引き上げを受けて、最低賃金引上げ幅以上に
賃上げの努力を行う場合、補助金の採択において加点
措置が得られます。

最低賃金引き上げに伴う
支援・後押しを強化しています

最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ

詳しくは次のページで

（令和６年８月時点版）

本紙は最低賃金引き上げの影響を受けた事業者様向けに厚生労働省の支援策と経済産業省・
中小企業庁の補助事業、賃上げを後押しするその他施策をご紹介するものです。具体的な情
報についてはホームページ等でご確認ください。

厚生労働省、中小企業庁では、

業務改善助成金

事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、生
産性向上等に資する設備投資等を行った場合に、設備
投資等にかかった費用の一部が助成されます。

キャリアアップ助成金

助成金と補助金を組み合わせてご利用頂くことも可能です

賃金引き上げに向けて、是非ご利用ください
※同一の補助対象（設備等）に対する重複利用は不可

I T導入補助金

taguchiys
フリーテキスト
資料５



1

＜業務改善助成金＞

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を引き上げ、設備
投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

事業内最低賃金
引き上げの計画

設備投資等の計画
機械設備、コンサルティング、
人材育成・教育訓練など

設備投資等の費
用の一部を助成

計画の承認
と実施

対象となる事業者
• 中小企業・小規模事業者であること
• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

活用例
• 地域別最低賃金が935円
• 事業場内最低賃金を940円から1000円にUP
→事業場内最低賃金が940円なので助成率は4/5

• 労働者７人の最低賃金引上げを実施
→60円コース・７人以上の区分で
助成上限額は230万円

助成率
事 業 場 内 最 低 賃 金 額 助 成 率

900円未満 9/10

900円以上950円未満 ４/５(9/10)

950円以上 ３/４(4/5)

助成対象経費の例

機器・設備
の導入

• POSレジシステム導入による在庫
管理の短縮

• リフト付き特殊車両の導入による
送迎時間の短縮

経営コンサ
ルティング

国家資格者による、顧客回転率の向上
を目的とした業務フロー見直し

その他 顧客管理情報のシステム化※（ ）内は生産性要件を満たした事業場

助成上限額

引上げ
労働者数

引上げ額
30円コース
（30円以上）

45円コース
（45円以上）

60円コース
（60円以上）

90円コース
（90円以上）

１人 30万円（60万円） 45万円（80万円） 60万円（110万円） 90万円（170万円）

２～３人 50万円（90万円） 70万円（110万円） 90万円（160万円） 150万円（240万円）

４～６人 70万円（100万円） 100万円（140万円） 150万円（190万円） 270万円（290万円）

７人以上 100万円（120万円） 150万円（160万円） 230万円 450万円

10人以上※ 120万円（130万円） 180万円 300万円 600万円

問合先 業務改善助成金コールセンター：0120-366-440
申請先 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

※10人以上の上限区分は特例事業者（詳細は業務改善助成金ウェブサイト参照）のみ対象。
※（ ）内の助成上限額は事業場規模30人未満の事業者のみ対象。

（設備投資費用が300万円の場合…）
300万円×4/5＝240万円
→助成上限額230万円を超えているた
め、230万円支給

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ
計画と設備投資等の計画を立て、（工場や事務所などの労働
者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

別々に
申請工場A 店舗B

※ 一部事業者は対象経費の特例を受けることができる可能性
がございます。（詳細は業務改善助成金ウェブサイト参照）



＜キャリアアップ助成金＞
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の
正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成します。
対象となる方

雇用保険適用事業所ごとに
「キャリアアップ計画」を
作成し、その計画に基づき、
右の❶～❻までのいずれか
を実施した事業主。

❶正社員化コース

❷障害者正社員化コース

❸賃金規定等改定コース

❹賃金規定等共通化コース

❺賞与・退職金制度導入コース

❻社会保険適用時処遇改善コース

支援内容
有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%
以上増額改定し、その規定を適用した事業主に対して、
右記の額の助成を行います。

３％以上５％未満増額改定
した場合 ５万円

５％以上増額改定した場合 ６万5,000円

※賃金規定等改定コースの場合

⚫ １年度１事業所当たり100人までは、複数回の申請ができます。
⚫ 職務評価を行ったうえで賃金規定等を改定した場合は、助成額の加算が受けられます。
⚫ 中小企業以外の場合、助成額は上記の2/3程度となります。
⚫ 最低賃金の改定に伴い、新最低賃金を下回ることとなる等級についてのみ賃金規定等を増額改定した
場合も、助成対象になります。ただし、各都道府県の新最低賃金の公示日以降、発効日の前日までに
賃金規定等の増額改定を行う必要があります。

問合先 都道府県労働局

最低賃金の引き上げに伴い、被用者保険の適用になり手取り収入が減らないよう就業調整をする
労働者はいらっしゃいませんか？新たに被用者保険を適用するとともに、労働者の収入を増加させる
取組を行う事業主に対して助成する仕組みができました。

詳 し く は こ ち ら

社会保険適用時処遇改善コースの新設

(R5.10～)

□事業概要：業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策のための
ITツール等の導入を支援します。

□補助上限：最大450万円
□補助率：１／２～４／５
□賃上げ加点：給与支給総額を年率平均1.5％増加させることに加え、
「事業場内最低賃金を地域別最低賃金＋50円以上の水準にすること」を
更なる加点要素とします。
問合先

＜IT導入補助金＞

サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター：0570-666-376

↓現在の公募要領はこちら

□事業概要：構造的な人手不足の解決に向けて、カタログから選ぶ簡易で即効性のある
省力化投資を支援します。

□補助上限：最大200～1,000万円（従業員数による）
更に一定の賃上げで、上限額を最大300～1,500万円に引き上げ

□補助率：1/2以下

・中小企業省力化投資補助金

中小企業省力化投資補助事業 コールセンター : 0570-099-660問合先

詳し く は こ ち ら

＜賃上げを後押しするその他施策＞



・よろず支援拠点

＜働き方改革や経営改善に向けた相談先＞

経営革新支援
経営上のあらゆるお悩みの相談に対応します！お気軽にご連絡ください。
◆売上拡大のための解決策を提案します。
◆資金繰りや事業再生等に関する経営改善のための経営相談に応じます。
◆地域の支援機関とのネットワークを活用して、経営課題に応じて的確な
支援機関等を紹介します。

経営改善支援 ワンストップサービス

社労士等の労務管理の専門家が
会社の「働き方改革」や賃金引上げを無料で支援します！

各都道府県の働き方改革推進支援センター

コンサルティング

◆専門家が来所・電話・メールによる相談を承ります。
◆専門家が会社への訪問、またはオンラインによるコンサルティングを実施します。
◆企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関する、
働き方改革セミナーを開催しています。

セミナー開催

・働き方改革推進支援センター

問合先 各都道府県のよろず支援拠点

相談支援

問合先

（R6.８)

□概要：事業者が一定率以上の賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を
法人税などから税額控除できる制度です。

【令和６年４月１日以降に開始する事業年度に適用を受けたい場合※】

※令和６年３月31日以前に開始された事業年度に適用を受けたい場合は、
制度の内容が異なりますので、ご留意ください。

・賃上げ促進税制

全企業・中堅企業
全雇用者の給与等支給額の
増加額の最大35％を税額控除

中小企業
全雇用者の給与等支給額の
増加額の最大45％を税額控除

税制サポートセンター
全企業・中堅企業向け税制 : 0570-078-117
中小企業向け税制 ：03-6281-9821

問合先

詳しくは▼


